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学校給食における異物混入・食中毒（疑いを含む）等発生時の対応について 

 

１ 異物混入時の基本的な対応 

 ⑴ 危険異物 

  ・危険異物の発見時は、喫食を停止する。 

  ・直ちに保健体育課 給食グループに連絡し、状況報告を行い、対応を協議する。 

  ＊即時対応が必要 

 ⑵ 非危険異物 

  ・異物を除去して安全が確認されれば、通常通り給食を提供する。 

  ・管理職の指示に従い、必要に応じて保健体育課 給食グループに報告する。 

  ＊臨機応変に判断する。 

 

２ 異物混入の種類（異物の種類により対応を判断する） 

 ⑴ 危険異物・・・・・金属類、ガラス類、鋭利なプラスチック類、薬物・薬品類 

 ⑵ 非危険異物・・・・虫、髪の毛、ビニール、繊維、スポンジ片、食品の骨片・種など 

            単体で入っており毒性のないもの。ただし大量混入等、児童生徒の身体及び

生命への影響がある場合又は影響のおそれがあると判断される場合は、危険

異物の場合と同様に対応する。 

 

３ 検食 

  普通食、特別食、食物アレルギー対応食、栄養教諭等の指示による対応食 

              異物等発見※即時対応が必要 

                 ↓ 

喫食停止や異物除去など対応協議し、全校へ連絡。保護者対応も検討する。 

 

４ 食中毒（疑いを含む）等の対応 

  集団感染の疑いがある場合、本部を設置し、対応を検討する。 

 

５ 本部役割 

役  職 役  割 連 絡 先 等 

校 長 
各種対応の決定 

関係機関への連絡・連携 

愛知県教育委員会（重大事故等） 

愛知県教育委員会 保健体育課 

岡崎市保健所 

事務長 

教頭 

部主事 各部児童生徒情報収集 担任→保護者 

保健主任 関係者への連絡調整  

養護教諭 救護 学校医 学校薬剤師 

栄養教諭等 関係者への連絡調整 愛知県学校給食会 委託業者 搬入業者 
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６ 校内連絡体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 ※必要な場合のみ 

 

 

愛知県立岡崎特別支援学校 TEL：（０５６４－７２－５６００）  FAX：（０５６４－５２－８０７１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

状況の把握               適切な処置 

      複数で対応         経過の記録 

     報告          連絡       

                     

      報告                         

                          報告  

      報告  報告   指示 

  報告         

          報告                   報告 

 

   報告                         

相談   指示  報告   指示     対応の連絡  

 

                         

 

給食中止・継続の対応判断 

登 校 時 

             

 
児童生徒の欠席

が多数 

 

 

・欠席理由の把握 

調理従事者の欠勤が多数 

 

 

・欠勤理由の把握 

・全校児童生徒の健康状態

把握 

医師からの連絡 

 

 

・欠席理由の把握 

・欠席状況の把握 

給 食 後 

・嘔吐や下痢症状の発生 

・体調不良者が多数発生 

 

 

全校児童生徒の健康状態 

の把握 

 

 

担 任 

養 護 教 諭 栄養教諭等 

校内放送 保健部主任      

校 長 

保健体育課給食グループ 

052-954-6839 

岡崎市保健所 

0564-23-6068 

受託給食会社本部 

000-000-0000 

委 託 業 者 

部 主 事 ・ 教 頭 

異常発見者 

担 任 

保護者 

養護教諭 

学校医 

 

学校薬剤師 

栄養教諭等 教 頭 

県学校給食会 

0562-92-3161 

学年主任 
各学年の情報集約。 
その後の発生状況等も継続して
集約。 

学 校 医 

指示 

給 食 時 

異物の混入 

   ↓ 

異物の保存 


